特別支援教育就学奨励費事業のお知らせ
新見市教育委員会


新見市では、特別支援学級等に就学しているお子さんがいらっしゃる保護者のうち、希望される方について、学用品等の就学費用の一部を援助しています。

１　援助を受けることができる方

（１）市立小・中学校の特別支援学級に在籍しているお子さんの保護者

（２）市立小・中学校の通常学級に在籍し、別に定める障害の程度に該当する
お子さんの保護者

※　いずれの場合も所得制限があります。
２　援助内容

学用品・通学用品購入費、校外活動費、修学旅行費、新入学児童生徒学用品費等購入費
※　上記経費について、実際にかかった費用を確認し、その一部を支給します。
詳しくは９月頃に学校を通じてお知らせします。
※　学校給食費を徴収しないため、学校給食費分の支給はありません。

３　申請の方法

就学奨励費の受給を希望される方は申請が必要です。

申請に必要な書類は９月頃にお子さんの通学している学校から配付されます。
認定結果については、１０月中旬に学校を通じてお知らせします。

４　支給の予定
年２回（１２月、３月）支給します。
５　その他

　●請求に関する注意事項がございますので、受給をご希望される方は別紙文書を必ずご覧下さい。
●「特別支援教育就学奨励費」制度とは別に、経済的な理由により、お子さんを小・中学校へ就学させるのにお困りの方に対しては、「就学援助」制度があります（例年５月頃に学校を通して案内があります）。なお、本事業と「就学援助」制度の重複支給はできません。

◆問い合わせ先◆

新見市教育委員会　学校教育課 

学校教育係　（電話７２－６１４６）
学用品・通学用品購入費、新入学児童生徒学用品等購入費の請求に関する注意　

「学用品・通学用品購入費」と「新入学児童生徒学用品等購入費」は学用品や通学用品の購入実績に応じて支給されます。



※※各経費の対象となる品目※※　　　
●新入学児童生徒学用品等購入費　（新１年生のみ対象）

カバン・ランドセル、制服、通学用靴、雨傘・雨合羽、上履き、帽子など
原則として、令和８年２月以降に入学準備のために購入した学用品・通学用品等が対象となります。（但し、それ以前に購入したものであっても制服やランドセルのように入学準備のための品物であることが明らかな場合は、対象となります。）
→→親族からのプレゼントなど、その世帯が購入したものでない場合は対象となりません。
→→日常生活でも使用するもの（めがね、自転車など）は対象になりません。
→→下着、靴下は対象になりません。

●学用品費　（全学年対象）

文房具（筆記用具・ノート・練習帳など）、体操服、体育館シューズ、辞書、
リコーダー、絵の具セット、裁縫道具、習字セットなど

→→学校で使用するものに限ります。
→→制服を途中で買い換えた場合は、対象とすることができます。

→→自習用のドリル・参考書などは対象になりません。
→→日常生活でも使用するもの（めがねなど）は対象になりません。
（次ページへつづく）

●通学用品費　（新１年生以外対象）
通学用靴、雨傘・雨合羽・帽子・防寒具など

→→通学のために必要なものに限ります。
→→下着、靴下は対象になりません。
★レシートを紛失された場合は、学校教育課（TEL:72-6146）へご相談ください。
　
レシート等の例
×悪い例
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（次ページへつづく）

レシート等の例
○良い例
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※受給を希望される方は必ずお読みください





支給のためには、購入した品物と金額及び日付がわかるもの（レシートまたは領収書）の提出が必要です。レシート等がない場合は補助が受けられませんので、受給を希望される方は必ず保管しておいて下さい。


また、購入した日付け、購入品目が分からない場合は補助を受けられない場合がありますので、ご注意下さい。














領収書


○○○○　様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△△△商店


令和　　年　　月　　日


下記のとおり領収致しました。


御領収額　￥２５，０００円





×何を購入したのか


わからない





●●●店








ノート　　　１５８


お菓子　　　１００


傘　　　　　９８０


雑誌　　　　７００


牛乳　　　　１８０





合計　　￥４６８





×日付がはいっていない





×対象品目が分かりにくい





購入した日が


書かれている





空欄に対象額の合計を記入して下さい。





印刷が消えかかっている場合は、上から分かるように書き足してください。





対象外品目と一緒に買われた場合は、分かるように印をつけて下さい。





スーパー○○


２０２６年６月１日





ノート　　　１５８


ガム　　　　１００　　　　


粘土　　　　１００


　　　２５８円


合計　　￥４６８





●●●文具店





２０２６年３月１日





ノート　　　１５８


鉛筆　　　　１００


絵の具　　　２１０





合計　　￥４６８





購入した品目と金額が書かれている





領収書


○○○○　様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△△△商店


令和８年２月１日


下記のとおり領収致しました。


御領収額　￥２５，０００円


内訳


学生服　１９，０００円


体操服　　６，０００円








